


１ 計画策定の背景及び必要性

近年の社会経済情勢の変化や､ ますます加速する少子高齢化､ 家族形態の変化等により､ 市
民の意識や価値観が多様化するとともに､ 地域住民相互のつながりが希薄化するなど福祉を取
り巻く環境は大きく変容してきました｡
このため､ 高齢者の孤独死､ 子育て家庭の孤立､ 児童虐待､ 配偶者等からの暴力､ ひきこも
りなどの新たな社会問題が発生してきており､ それらの問題を解決するためには､ 公的なサー
ビスだけでは対応が極めて難しい状況となっており､ 地域における住民相互の助け合いや支え
合いがますます重要な課題となっております｡

一方､ ボランティアやＮＰＯなど社会福祉分野での新たな活動が活発化しており､ 市民の福
祉意識も大きく変化してきております｡

このような中､ 国においては平成12年6月に改正した社会福祉法の中で､ 今後の社会福祉の
基本理念の一つとして ｢地域福祉の推進｣ を掲げ､ これからの福祉は､ 限られた社会的弱者に
対する公的なサービスとしてではなく､ 地域に暮らす様々な人々が抱える生活課題を､ 地域住
民､ 事業者､ 行政など地域の様々な主体が互いに協力して課題解決を図るものであるとしてい
ます｡
(｢与えられる福祉＜受動的福祉＞｣ から ｢自らが主体となる福祉＜能動的福祉＞｣ への転換
が必要であると言い換えられると思います｡)
また､ 地域福祉を推進するための具体的な方策として､ ｢市町村地域福祉計画｣ の策定に関

する規定が新たに設けられました｡

このため､ 本市においては､ 地域の特性や実情を踏まえながら､ 多くの市民や団体が主体的
に福祉活動に取り組み､ ともに助け合い支え合う地域社会を基盤とした地域福祉の推進を総合
的かつ計画的に進めていくための基本的な指針として ｢いわき市地域福祉計画｣ を策定するも
のです｡

２ 計画策定の目的

本市においては､ ｢市高齢者保健福祉計画｣､ ｢新・市障がい者計画｣､ ｢新・市子育て支援計
画｣ 及び ｢健康いわき21｣ など､ 各対象者別にそれぞれの保健福祉分野に係る行政計画を策
定し､ 保健福祉の推進を図ってきました｡

しかしながら､ 地域住民が抱える多様な生活課題を解決するためには､ 既存の関連計画に基
づく､ 施策や事業などの公的サービスに加え､ 地域住民をはじめとした多様な主体が､ 自ら主
体的に参画しながら地域全体で支え合えるようにするための仕組みづくりが求められておりま
す｡
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そのため､ 本計画では､ 地域福祉を推進していく上で不可欠な､ 地域の住民がともに支え合
うという意識の醸成､ 地域を支えるネットワークや環境づくりなどについての基本的な理念や
基本目標を定めるとともに､ ｢個人｣､ ｢地域 (事業者)｣､ ｢市｣ のそれぞれの役割を明らかにし､
“一人ひとりが住み慣れた地域の中で､ 生涯にわたって心豊かに､ 安心して自立した生活を送
ることができる地域社会”を創ることを目的としています｡
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■社会福祉法 (抜粋)

(目的)

第１条 この法律は､ 社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め､
社会福祉を目的とする他の法律と相まつて､ 福祉サービスの利用者の利益の保護及び地
域における社会福祉 (以下 ｢地域福祉｣ という｡) の推進を図るとともに､ 社会福祉事
業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り､ も
つて社会福祉の増進に資することを目的とする｡

(地域福祉の推進)

第４条 地域住民､ 社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を
行う者は､ 相互に協力し､ 福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一
員として日常生活を営み､ 社会､ 経済､ 文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会
が与えられるように､ 地域福祉の推進に努めなければならない｡

(市町村地域福祉計画)

第107条 市町村は､ 地方自治法第２条第４項の基本構想に即し､ 地域福祉の推進に関す
る事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画 (以下 ｢市町村地域福祉計画｣ とい
う｡) を策定し､ 又は変更しようとするときは､ あらかじめ､ 住民､ 社会福祉を目的と
する事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために
必要な措置を講ずるとともに､ その内容を公表するものとする｡
一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項



３ 計画の位置づけ

｢いわき市地域福祉計画｣ は､ 市民福祉の増進のため､ 社会福祉法第107条に規定する ｢市
町村地域福祉計画｣ として､ いわき市が策定する行政計画です｡

(1) 新・いわき市総合計画 (ふるさと・いわき21プラン) との関係

本計画は､ ｢新・いわき市総合計画 (ふるさと・いわき21プラン)｣ を上位計画として
位置づけ､ 総合計画の基本理念に基づいた､ 福祉分野における総合計画となる計画です｡

(2) 保健福祉分野の個別計画との関係

本市の保健福祉分野に関する計画としては､ 高齢者施策分野の ｢市高齢者保健福祉計画｣､
障がい者施策分野の ｢新・市障がい者計画｣､ 児童施策分野の ｢新・市子育て支援計画｣
及び保健・健康施策分野の ｢健康いわき21｣ があります｡
本計画は､ これら個別計画が持つ個別・専門的な考え方や取組みを､ ｢地域で暮らす市
民｣ の視点から総合的に横につなぐ計画として位置づけます｡
つまり､ 対象者別の個別計画による施策・事業を､ 誰もが地域で豊かに生活できるため
に､ より効果的に展開していく仕組みをつくることが地域福祉計画の目的です｡

(次図参照)
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４ 計画の策定体制

(1) いわき市地域福祉計画策定委員会 [外部検討組織]

学識経験者､ 関係団体のメンバー､ 公募委員の計15名の市民の方で構成する､ 地域福
祉計画策定のための附属機関です｡
様々な視点から検討された案を市長に提言しました｡

(2) いわき市地域福祉計画庁内検討委員会 [内部検討組織]

地域福祉計画に関係する庁内の課長を委員とし､ より実務的な面について外部検討組織
と連携して検討するための庁内組織です｡

これら２つの組織が相互に連携して計画の策定を行いました｡

また､ これら検討組織に加え､ 広く市民の方の意見を踏まえるため､ 各地区ごとに
｢地域福祉懇談会｣ を開催し､ ｢市民の生の声｣ の聴取とその反映に努めました｡

さらに､ このような形で取りまとめを行った ｢いわき市地域福祉計画 (素案)｣ につい
て､ パブリックコメントを平成18年11月10日から11月30日まで実施し､ ここで出され
た市民意見を踏まえ､ 平成19年 1月16日に市長に ｢いわき市地域福祉計画 (案)｣ とし
提言しました｡

(次図参照)

５ 計画の期間

本計画は､ 概ね５年程度をその期間とし､ その間の社会経済情勢や地域社会における変化を
踏まえ見直しを図ります｡
なお､ 今回は､ 全市的な地域福祉の基本的な方向性について策定することとしますが､ より
身近な地区における､ より具体的な地域福祉の内容､ 地域福祉を進める仕組みづくりについて､
それぞれの地区の特性も踏まえ､ 今後検討を進めていくこととします｡
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市 長

いわき市地域福祉計画策定委員会

・委員人数：15名

・委員構成：学識経験者､ 関係団体の構成員､ 公募による市民

●地域福祉懇談会

・市民の意識啓発を図るとともに､

地域における生活課題等を把握

し､ 課題解決のための方策等に

ついて話し合う｡

●福祉関係団体からの

意見聴取

・本市が地域福祉を推進していく

上での課題や課題解決のための

方策について､ 福祉分野の専門

的な見地からの意見を聴取する｡

●パブリックコメント

・幅広く市民の意見を反映する｡

いわき市地域福祉計画
庁内検討委員会

・委員人数：20名(委員長：保健福祉部次長)

・委員構成：庁内関係課等の課長級職員

提 言

連 携

◆いわき市地域福祉計画策定
ワーキンググループ

・構成：部内各課・地区保健福祉センター・

保健所及び市社協の担当職員

�・基礎資料の収集��・計画案の調査研究��・｢地域福祉懇談会｣ の運営 など

事務局：
保健福祉部保健福祉課

【庁外検討組織】

【住民参加】 【庁内検討組織】

｢いわき市地域福祉計画｣ 策定体制
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